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４
月
27
日（
日
）に
行
わ
れ
る
成
田

市
議
会
議
員
・
成
田
市
長
選
挙
に
投
票

が
で
き
る
人
は
、
日
本
国
民
で
次
の
要

件
を
満
た
し
て
い
る
人
で
す
。

"

昭
和
58
年
４
月
28
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
人

"

平
成
15
年
１
月
19
日
ま
で
に
成
田

市
の
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ

て
い
る
人
（
転
入
の
場
合
は
、
同

日
ま
で
に
転
入
の
届
け
出
の
済
ん

で
い
る
人
）
で
、
引
き
続
き
投
票

日
当
日
ま
で
市
内
に
住
ん
で
い
る

人
（
投
票
日
前
に
市
外
へ
転
出
し

投
票
で
き
る
人

た
人
は
投
票
で
き
ま
せ
ん
）

"

成
年
被
後
見
人
な
ど
、
欠
格
事
項

に
該
当
し
な
い
人

投
票
日
当
日
に
用
事
の
あ
る
人
や
特

別
の
理
由
の
あ
る
人
は
、
不
在
者
投
票

が
で
き
ま
す
。

●
不
在
者
投
票
の
期
間
と
時
間
＝
４
月

20
日（
日
）〜
26
日（
土
）
午
前
８
時

30
分
〜
午
後
８
時

●
不
在
者
投
票
の
場
所
＝
市
選
挙
管
理

委
員
会
（
市
役
所
４
階
）

不
在
者
投
票
は
20
日
か
ら

投
票
日
前
日
ま
で

●
持
参
す
る
も
の
＝
入
場
整
理
券
（
無

い
場
合
は
受
付
で
そ
の
旨
申
し
出

て
く
だ
さ
い
）

●
不
在
者
投
票
の
で
き
る
人

"
投
票
日
当
日
、
仕
事
の
た
め
に
投

票
時
間
に
間
に
合
わ
な
い
人

"

投
票
日
当
日
、
買
い
物
や
レ
ジ
ャ

ー
、
旅
行
な
ど
で
、
投
票
区
の
区

域
外
に
い
る
人

"

病
気
、
出
産
な
ど
に
よ
り
歩
く
こ
と

が
困
難
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
人

"

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が

指
定
す
る
病
院
や
施
設
な
ど
に
入

院
ま
た
は
入
所
中
の
人
（
施
設
内

で
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
）

投
票
所
入
場
整
理
券
は
、
選
挙
の
日

時
と
投
票
場
所
の
周
知
お
よ
び
選
挙
人

で
あ
る
こ
と
の
確
認
の
た
め
の
一
つ
の

手
段
と
し
て
、
事
前
に
ハ
ガ
キ
で
届
け

て
い
る
も
の
で
す
。
こ
の
ハ
ガ
キ
に
は

１
枚
で
２
人
ま
で
の
有
権
者
氏
名
が
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
。
投
票
日
に
は
、
こ

の
入
場
整
理
券
を
各
自
切
り
離
し
て
お

持
ち
く
だ
さ
い
。

万
一
、
入
場
整
理
券
が
届
か
な
か
っ

た
り
、
紛
失
し
た
り
し
た
場
合
で
も
、

選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
れ
ば
投

入
場
整
理
券
は
ハ
ガ
キ
で

有
権
者
に

票
で
き
ま
す
の
で
、
投
票
所
へ
お
越
し

く
だ
さ
い
。

入
場
整
理
券
は
、
４
月
17
日（
木
）

に
発
送
す
る
予
定
で
す
。

市
内
で
転
居
し
た
人
は
、
投
票
所
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
。
４
月
12
日
以
降
に

転
居
届
を
出
し
た
人
は
、
転
居
前
の
住

所
の
投
票
所
で
投
票
し
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
市
選
挙
管
理
委
員
会（
1

22-

１
１
１
１
内
線
３
１
５
２
）へ
。

市
内
で
転
居
し
た
人
は

投
票
所
に
注
意
を

27
日
は
成
田
市
議
会
議
員
・
成
田
市
長
選
挙

統一地方
選挙

4
月
27
日
（
日
）
は
成
田
市
議
会
議
員
・
成
田
市
長
選
挙
の
投
票
日
で
す
。
こ
の
選

挙
は
、
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
最
も
身
近
な
市
民
の
代
表
を
選
ぶ
機
会
で
す
。
積
極
的

に
投
票
に
参
加
し
ま
し
ょ
う
。
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贈ら 
ない 

求め 
ない 

受け取ら 
ない 

候補者等の寄付禁止
1

候補者等（候補者、候補者になろうとする人お
よび現に公職にある人）は選挙区内の人に対して
寄付をすると処罰されます。

後援団体の寄付禁止
3

後援団体が、選挙区内の人に対して花輪、
香典、祝儀などを出すと処罰されます。

あいさつを目的とする
有料広告の禁止

5
候補者等や後援団体が、選挙区内の人に対する
有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。

候補者等に対する寄付の
勧誘・要求の禁止

2
有権者が、威迫して、あるいは候補者等を陥れ
る目的で寄付を求めると処罰されます。

時候のあいさつ状の禁止
4

候補者等は、選挙区内の人に対し、答礼のため
の自筆によるものを除き、時候のあいさつ状を出
すことが禁じられています。

卒業祝や
入学祝

祭りや旅行
などへの
差し入れ

落成式や
開店祝の
花輪

年賀状、
暑中見舞等

あいさつ
広告

選
挙
公
報
は

新
聞
折
り
込
み
で

各
選
挙
の
立
候
補
者
を
知
っ
て

い
た
だ
く
た
め
の
「
選
挙
公
報
」

は
、
次
の
７
紙
の
朝
刊
に
折
り
込

み
ま
す
。
折
込
日
は
４
月
23
日

（
水
）の
予
定
で
す
。

朝
日
新
聞
、
産
経
新
聞
、
千
葉
日

報
、
東
京
新
聞
、
日
本
経
済
新
聞
、

毎
日
新
聞
、
読
売
新
聞

こ
れ
ら
の
新
聞
を
購
読
し
て
い

な
い
人
や
、
届
か
な
か
っ
た
場
合

は
、
次
の
補
完
場
所
を
利
用
す
る

か
、
市
選
挙
管
理
委
員
会
に
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

選
挙
公
報
を
補
完
し
て
あ
る

場
所市

役
所
１
階
行
政
資
料
室
、
中

央
公
民
館
、
成
田
公
民
館
、
橋
賀

台
公
民
館
、
玉
造
公
民
館
、
加
良

部
公
民
館
、
公
津
公
民
館
、
八
生

公
民
館
、
中
郷
公
民
館
、
久
住
公

民
館
、
豊
住
公
民
館
、
遠
山
公
民

館
、
市
立
図
書
館
、
美
郷
台
地
区

会
館
、
成
田
赤
十
字
病
院
、
三
里

塚
御
料
郵
便
局
、
遠
山
郵
便
局
、

三
里
塚
郵
便
局
、
Ｊ
Ａ
成
田
市
遠

山
支
所

※
く
わ
し
く
は
市
選
挙
管
理
委
員
会（
1

22-

１
１
１
１
内
線
３
１
５
２
）へ
。


